
令和 8 年度（令和 7年支払分）給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法 

 

 

 

個人別明細書は、税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」と複写により同時に作成できるよう同一

様式としています。この「記載方法」と国税庁作成の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出

の手引」をあわせて参照し、記入してください。 

 

１． 使用する用紙 

様式の変更があったため、必ず、令和 8 年度様式を使用してください。用紙左上の数字が⑧になって

いるかをご確認ください。 

  宮古島市の場合、「１人につき１部のみ」提出をお願いします。 

２． 記載方法 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 1 月～12 月に給与等を支払った全ての従業員分(役員・パート・アルバイト・専従者・中途退職者・短期雇用含む)の 

作成と提出が必要です！ 

 ※支払金額が 30 万円以下の給与受給者についても、公平・適正課税の観点から給与支払報告書の提出を求めています。 

詳しい記載方法については
「給与所得の源泉徴収票等
の法定調書の作成と提出の
手引」をご確認ください。 
 

 
【手引 QRコード】 

 

昨年との変更点は以下 3 つで

す。必ず上記ＱＲコードにて確

認し、記入をお願いします。 

 

・給与所得控除の変更 

 

・基礎控除額の変更 

 

・「特定親族特別控除」の追加 

 



❶ 「住所」欄には、受給者の令和 8年 1月 1日現在の 

住所又は居所（退職者の場合は退職時の住所）を確認の

上で記入してください。 

❷ 「個人番号」欄には、受給者の個人番号（マイナンバー）

を記入してください。 

❸ 「氏名」欄には、必ずフリガナも記入してください。 

❹ 「給与所得控除後の金額（調整控除後）」欄には、支払

金額に応じて求めた給与所得控除後の給与等の金額を

記入してください。なお、⓭の所得金額調整控除の適用が

ある場合には、所得金額調整控除の額を控除した後の金

額を記入してください。 

❺ 「（源泉）控除対象配偶者の有無等」欄のうち、「有」欄

には、控除対象配偶者（年末調整の適用を受けていない

場合には、源泉控除対象配偶者）を有する場合に「○」を

付してください。「老人」には、控除対象配偶者が老人控

除対象配偶者である場合に「○」を付してください。 

❻ 「配偶者（特別）控除の額」欄には、配偶者控除の額又

は配偶者特別控除の額を記入してください。また、その配

偶者の合計所得金額を❻-2 の「配偶者の合計所得」欄に

記入してください。 

❼ 「非居住者である親族の数」欄には、配偶者控除又は

配偶者特別控除の対象となる配偶者、控除対象扶養親族、

１６歳未満の扶養親族のうち、国外に居住している方の人

数を記入してください。 

❽ 「各種控除額」欄 

・「特定親族特別控除額」欄には「給与所得者の特定親族

特別控除申告書」に基づいて控除した特定親族控除の額

を記入してください。 

・「社会保険料等の金額」欄を記入する場合、小規模企業

共済等掛金がある場合は、上段「内」欄にその共済の掛金

を記入し、下段には小規模企業共済等掛金も含めた合計

金額を記入してください。 

・「生命保険料の控除額」欄に記入する場合は、「給与所得

者の保険料控除証明書」に基づいて控除した金額を、（ⅰ）

「生命保険料の金額の内訳」には各保険料の支払金額を

記入してください。 

・「地震保険料の控除額」欄を記入する場合、旧長期損害

保険を掛けている場合は、（ⅱ）「旧長期損害保険料の金

額」欄に保険料の金額を必ず記入してください。 

❾ 「摘要」欄を記入する際は、 

・前職分を含めて年末調整する場合は、その支払者の所

在地、名称、退職年月日、支払金額、源泉徴収税額、社会

保険料の金額を記入してください。 

・「普通徴収切替理由書」の普ａ～普ｆのいずれかに該当す

る場合は、該当する符号を記入してください。※符号の記

載がない場合は特別徴収として処理されます。 

・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が障害者、特別

障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、その配偶

者の氏名を記入し、氏名の後に「（同配）」と付記してくだ

さい。 

・控除対象扶養親族又は１６歳未満の扶養親族が５人以上

の場合は、５人目以降の扶養親族の氏名を記入し、１６歳未

満の扶養親族については、氏名の後に「（年少）」と付記し

て下さい。 

・特定親族控除対象者の場合には氏名の後に「区分」を付

記して下さい。 

・「摘要」欄に氏名を記入した親族が、非居住者に該当して

いる場合は、氏名の後に「（非居住者）」と「区分」を付記し

てください。 

・障害者控除対象者は氏名の後に｢(障)｣または｢（特障）｣

と記入してください。 

・同居加算対象者（同居老人・同居特別障害者）は氏名の

後に「(同)」を記入してください。 

・寡婦控除対象者は氏名の後ろに、死別の場合は｢(死)｣、

離別の場合は「(離)」と記入してください。 

・退職手当等の支払を受ける一定の配偶者又は扶養親族

等がいる場合、摘要欄に氏名を記入してください。 

❿ 「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄には、住宅借

入金等特別控除の適用がある場合には、居住開始年月日

等を記入してください。 

 また、住宅借入金等特別控除区分に適切な区分を記入

してください。居住開始年月日の年は和暦で記入してく

ださい。 

⓫ 「（源泉・特別）控除対象配偶者・控除対象扶養親族・１６

歳未満の扶養親族」欄には、配偶者控除又は配偶者特別

控除の対象となる配偶者（年末調整の適用を受けていな

い場合には、源泉控除配偶者も含む）、控除対象扶養親族、

１６歳未満の扶養親族の氏名と個人番号をそれぞれ記入

してください。 

また、国外に居住している場合は、「区分」欄に「０１～０

４」を記入し、16 歳未満の扶養親族が居る場合は「区分」

欄に「○」を付してください。特定親族控除対象者の場合

は、「区分」欄に該当の数字の記入して下さい。 

⓬ 「基礎控除の額」欄には、適用を受けた基礎控除の額

を記入して下さい。 

⓭ 「所得金額調整控除額」欄には、所得金額調整控除額

を記入してください。また、所得金額調整控除の適用にお

いて、扶養親族等がいる場合で所得金額調整控除額を記

入された方の⓬の「（源泉・特別）控除対象配偶者・控除対

象扶養親族・１６歳未満の扶養親族」欄に記入されていな

い方は、摘要欄に氏名を記入し、氏名の後に「（調整）」と

付記してください。 

⓮ 「控除対象扶養親族及び 16歳未満の扶養親族が 5人

以上の個人番号」欄には、それぞれ「５人目以降の控除対

象扶養親族の個人番号」または「５人目以降の１６歳未満

の扶養親族の個人番号」欄に記入してください。 

 また、「摘要」欄に記入した氏名と個人番号の頭に括弧

書きの数字を付し、対応関係がわかるようにしてください。

（「５人目以降の１６歳未満の扶養親族の個人番号」につい

て、源泉徴収票には記入しませんが、市区町村に提出する

給与支払報告書には記入することになっていますのでご

注意ください。） 

⓯ 「本人該当」欄には、受給者本人が該当する欄に「○」

を付してください。 

⓰ 「中途就・退職」欄には、就職や退職した場合について

該当欄に「○」を付し、その年月日を記入してください。 

⓱ 「受給者生年月日」欄には、受給者の生年月日を和暦

で正確に記入してください。 

⓲「支払者」欄には、支払者の氏名・住所・連絡先を記入し

て下さい。法人番号は右詰めで記入して下さい。 


